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第１章 計画策定の経緯、趣旨及び基本的事項 

 

１ 計画策定の経緯 

 

ポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」という。）は、絶縁性、不燃性などの特性により、

かつては、変圧器、コンデンサーといった電気機器をはじめ幅広い用途に使われていた。 

しかし、昭和４３年にカネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化したこと

から、我が国では昭和４７年以降、ＰＣＢの新たな製造はなくなり、さらに、昭和４８年

１０月に制定された化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和４８年法律第１

１７号）に基づき、昭和４９年６月からは、その製造、輸入等が事実上禁止となった。 

その後、我が国においては、高圧変圧器及び高圧コンデンサーを始めとしたポリ塩化ビ

フェニル廃棄物（以下「ＰＣＢ廃棄物」という。）について、その処理体制の整備が著しく

停滞していたため、長期にわたり処分がなされず、事業者において保管が行われてきたが、

処分のめどが立たないまま長期にわたる保管が継続する中で、ＰＣＢ廃棄物の紛失等が発

生し、環境汚染の進行が懸念される状況となった。 

このため、国は、平成１３年６月にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関

する特別措置法（平成１３年法律第６５号。以下「特別措置法」という。）を制定し、保管

事業者（特別措置法第２条第５項に規定するものをいう。以下同じ。）に対してＰＣＢ廃棄

物（特別措置法第２条第１項に規定するものをいう。以下同じ。）の保管状況等の届出や政

令で定める期間内の処分を義務付けた。 

その後、国は中間貯蔵・環境安全事業株式会社（旧環境事業団のＰＣＢ廃棄物処理事業

を承継して平成１６年４月に１００％政府出資により設立された法人。以下「ＪＥＳＣＯ」

という。）を活用して高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別措置法第２条第２項に規定す

るものをいう。以下「高濃度ＰＣＢ廃棄物」という。）の処理施設（以下「拠点的広域処理

施設」という。）の整備に着手し、平成１６年以降、全国で５か所の拠点的広域処理施設で

の処理が始まった。 

一方、特別措置法施行後の平成１４年、ＰＣＢを使用していないとされる変圧器やコン

デンサーから微量のＰＣＢが検出されるものがあることが判明し、平成２１年に廃棄物の

処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）

において無害化処理認定制度の対象に低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物（高濃度ＰＣＢ廃

棄物以外のＰＣＢ廃棄物をいう。以下「低濃度ＰＣＢ廃棄物」という。）が追加された。そ

の後、当該制度を活用して処理体制を確保する取組が始まり、平成２２年から処理が始ま

った。 

しかしながら、これまでの取組の進捗を鑑みれば、処理の達成は決して容易ではないこ

とから、国は、平成２８年５月にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する

特別措置法の一部を改正する法律（平成２８年法律第３４号）を制定し、一日でも早く安

全かつ確実に高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理を完了するため、計画的処理完了期限よりも前の

時点で処分期間を設定し、この処分期間内に高濃度ＰＣＢ廃棄物を自ら処分又は処分委託

すること及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（特別措置法第２条第４項に規定するも
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のをいう。以下「高濃度ＰＣＢ使用製品」という。）を廃棄（ポリ塩化ビフェニル使用製品

（特別措置法第２条第３項に規定するものをいう。以下「ＰＣＢ使用製品」という。）の使

用を止め、廃棄物とすることをいう。以下同じ。）すること等を義務付け、都道府県知事の

報告徴収及び立入検査の権限の強化、高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分の代執行等の規定を整備

した。 

 

２ 計画策定の趣旨 

 

関係事業者及び行政の役割分担を明確化し、相互に連携して県内のＰＣＢ廃棄物の確実

かつ適正な処理を推進するとともに、ＰＣＢ廃棄物の処理に対する県民の理解を得るため、

特別措置法第７条の規定に基づき、本計画を策定する。 

 

３ 計画の基本的事項 

 

（１）目的 

本計画は、県内のＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進す

るための方策を定めることにより、ＰＣＢ廃棄物による環境汚染を未然に防止し、もっ

て県民の健康保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。 

 

（２）計画期間 

本計画は、平成２０年４月から平成３９年３月までを計画期間とする。 

 

（３）計画の対象 

本計画は、香川県内のＰＣＢ廃棄物及びＰＣＢ使用製品を対象とする。 

 

（４）基本方針 

① 県内において保管されているＰＣＢ廃棄物及びＰＣＢ使用製品のうち、拠点的広

域処理施設の一つである北九州ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設（以下「北九州事

業所」という。）の処理対象となるものについては、次の表に掲げる処分期間等内に

北九州事業所を利用して処分するものとする。 

また、北九州事業所の処理対象とならないものについては、ＪＥＳＣＯ以外のＰＣ

Ｂに係る産業廃棄物処理許可施設又は低濃度ＰＣＢ廃棄物の無害化処理について環

境大臣の認定を受けた施設を利用して、次の表に掲げる処分期間内等に処分するもの

とする。 
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表 ＰＣＢ廃棄物の処分期間等 

 ＰＣＢ廃棄物の種類 処分期間等 備考 

１ 

高濃度 

ＰＣＢ 

廃棄物 

大型変圧器・

コンデンサー

等注１ 

（処分期間） 

平成２８年８月１日から 

平成３０年３月３１日まで 

処分期間（特別措置法第

１０条第１項に規定する

処分期間をいう。以下同

じ。） 

特例処分期限日（特別措

置法第１０条第３項に規

定する特例処分期限日を

いう。以下同じ。） 

（特例処分期限日） 

平成３１年３月３１日 

安定器及び汚

染物等注２ 

（処分期間） 

平成２８年８月１日から 

平成３３年３月３１日まで 

（特例処分期限日） 

平成３４年３月３１日 

２ 低濃度ＰＣＢ廃棄物 

（処分の期間） 

平成１３年７月１５日から 

平成３９年３月３１日まで 

処分の期間（特別措置法

施行令注３第７条に規定

する処分の期間をいう。

以下同じ。） 

（注１）高濃度のＰＣＢを使用した高圧変圧器及びこれと同程度の大型の電気機器が廃棄物となっ

たもの、高濃度のＰＣＢを使用した高圧コンデンサー及びこれと同程度の大型の電気機器が

廃棄物となったもの並びに廃ＰＣＢ及びＰＣＢを含む廃油の総称をいう。 

（注２）高濃度のＰＣＢを使用した安定器その他これらと同程度の小型の電気機器が廃棄物となっ

たもの、低圧変圧器及び低圧コンデンサーのうち小型のもの、感圧複写紙、ウエス、汚泥そ

の他の高濃度ＰＣＢ廃棄物であって大型変圧器・コンデンサー等を除いたものをいう。 

（注３）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令（平成１３年政

令第２１５号）をいう。 

 

② ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理及び処理が完了するまでの間の適正保管のた

めの取組の徹底を図る。 

③ 県、国、関係行政機関、ＰＣＢ廃棄物の処理にかかわる事業者等の関係者は、それ

ぞれの役割分担により、ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理の積極的な取組に努め

るとともに、各々連携して計画的な処理の推進を図る。 

 

（５）その他 

本計画は、特別措置法第６条の規定に基づき国が策定したポリ塩化ビフェニル廃棄

物処理基本計画（以下「基本計画」という。）の見直し、ＰＣＢ廃棄物の処理体制の整

備状況等を勘案して、必要な見直しを行うこととする。 
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第２章 ＰＣＢ廃棄物の保管量及び処分量等の見込み 

 

１ ＰＣＢ廃棄物の保管量及びＰＣＢ使用製品の所有量 

 

特別措置法第８条の規定により、県内の保管事業者は、毎年度、ＰＣＢ廃棄物の保管及

び処分の状況を香川県知事（高松市にあっては高松市長。以下「知事等」という。）に届け

出ることが義務付けられている。 

また、特別措置法第１９条で準用する第８条の規定により、県内の所有事業者（特別措

置法第２条第６項に規定するものをいう。以下同じ。）は、毎年度、高濃度ＰＣＢ使用製品

（電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物

である高濃度ＰＣＢ使用製品（以下「高濃度ＰＣＢ使用電気工作物」という。）を除く。）

の廃棄の見込みを知事等に届け出ることが義務付けられている。 

県内の保管事業者から届け出された平成２８年３月３１日現在のＰＣＢ廃棄物の保管量

及びＰＣＢ使用製品の所有量は、次のとおりである。 

 

（１）高濃度ＰＣＢ廃棄物の保管量及び高濃度ＰＣＢ使用製品の所有量（北九州事業所の

処理対象となるもの） 

種  類 
保管量 所有量 

事業場数 数量 事業場数 数量 

高圧変圧器 ６ ６台 ０ ０台 

高圧コンデンサー １５２ ３０９台 ２７ ３４台 

低圧変圧器 ０ ０台 １ １台 

低圧コンデンサー １７ ２３６台 １ １台 

柱上変圧器 ０ ０台 ０ ０台 

安定器 ５５ ３，１３６個 ９ １，２９４個 

廃ＰＣＢ注１ ０ ０㎏ ０ ０㎏ 

ＰＣＢを含む廃油注１ ２ ７０．２㎏ ０ ０㎏ 

感圧複写紙注１ ０ ０㎏ ０ ０㎏ 

ウエス注１ ２ １１８．６㎏ ０ ０㎏ 

汚泥注１ ０ ０㎏ ０ ０㎏ 

その他機器注２ ４ ６台 ２ ２台 

その他注３ ６ ２６１．４㎏ ０ ０㎏ 

（注１）「廃ＰＣＢ」、「ＰＣＢを含む廃油」、「感圧複写紙」、「ウエス」及び「汚泥」については、

容量で届け出されたものについては、１ℓ＝１㎏に換算して計上している。 

（注２）「その他機器」とは、リアクトル、放電コイル、サージアブソーバー、計器用変成器、開

閉器、遮断器、整流器等をいう。 

（注３）「その他」とは、ＰＣＢに汚染された金属部品、ＰＣＢが付着した容器等をいう。 
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（２）低濃度ＰＣＢ廃棄物の保管量及び低濃度ＰＣＢ使用製品の所有量（北九州事業所の

処理対象とならないもの） 

種  類 
保管量 所有量 

事業場数 数量 事業場数 数量 

電気機器等（柱上変圧

器を除く。） 
３３５ ２，５３０台 １７６ ６１７台 

柱上変圧器 １０ １２，３１６台 ２ ２２９台 

ＰＣＢを含む廃油注１ ２５ ２２，７９３㎏ ０ ０㎏ 

感圧複写紙注１ １ １．１㎏ ０ ０㎏ 

ウエス注１ ９ ６６６．４㎏ ０ ０㎏ 

汚泥注１ ３ ９，６４０㎏ ０ ０㎏ 

その他注２ ２３ ３６，１１７．１㎏ ０ ０㎏ 

（注１）「ＰＣＢを含む廃油」、「感圧複写紙」、「ウエス」及び「汚泥」については、容量で届け出さ

れたものについては、１ℓ＝１㎏に換算して計上している。 

（注２）「その他」とは、ＰＣＢに汚染された金属部品、ＰＣＢが付着した容器等をいう。 

 

２ ＰＣＢ廃棄物の発生量及び処分量の見込み 

 

使用中のＰＣＢ使用製品も将来的にはＰＣＢ廃棄物となることから、所有事業者に対し

て計画的な廃棄を指導することとし、次のとおり、県内の保管事業者及び所有事業者から

届け出された平成２８年３月３１日現在のＰＣＢ使用製品の所有量をＰＣＢ廃棄物の発生

量と見込み、これに平成２８年３月３１日現在のＰＣＢ廃棄物の保管量を加えたものをＰ

ＣＢ廃棄物の処分量として見込むものである。 
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（１）高濃度ＰＣＢ廃棄物の発生量及び処分量の見込み（北九州事業所の処理対象となる

もの） 

種  類 保管量（ａ） 発生量（ｂ） 処分量（ａ＋ｂ） 

高圧変圧器 ６台 ０台 ６台 

高圧コンデンサー ３０９台 ３４台 ３４３台 

低圧変圧器 ０台 １台 １台 

低圧コンデンサー ２３６台 １台 ２３７台 

柱上変圧器 ０台 ０台 ０台 

安定器 ３，１３６個 １，２９４個 ４，４３０個 

廃ＰＣＢ注１ ０㎏ ０㎏ ０㎏ 

ＰＣＢを含む廃油注１ ７０．２㎏ ０㎏ ７０．２㎏ 

感圧複写紙注１ ０㎏ ０㎏ ０㎏ 

ウエス注１ １１８．６㎏ ０㎏ １１８．６㎏ 

汚泥注１ ０㎏ ０㎏ ０㎏ 

その他機器注２ ６台 ２台 ８台 

その他注３ ２６１．４㎏ ０㎏ ２６１．４㎏ 

（注１）「廃ＰＣＢ」、「ＰＣＢを含む廃油」、「感圧複写紙」、「ウエス」及び「汚泥」については、

容量で届け出されたものについては、１ℓ＝１㎏に換算して計上している。 

（注２）「その他機器」とは、リアクトル、放電コイル、サージアブソーバー、計器用変成器、開

閉器、遮断器、整流器等をいう。 

（注３）「その他」とは、ＰＣＢに汚染された金属部品、ＰＣＢが付着した容器等をいう。 

 

（２）低濃度ＰＣＢ廃棄物の発生量及び処分量の見込み（北九州事業所の処理の対象と

ならないもの） 

種  類 保管量（ａ） 発生量（ｂ） 処分量（ａ＋ｂ） 

電気機器等（柱上変圧器を

除く。） 
２，５３０台 ６１７台 ３，１４７台 

柱上変圧器 １２，３１６台 ２２９台 １２，５４５台 

ＰＣＢを含む油注１ ２２，７９３㎏ ０㎏ ２２，７９３㎏ 

感圧複写紙注１ １．１㎏ ０㎏ １．１㎏ 

ウエス注１ ６６６．４㎏ ０㎏ ６６６．４㎏ 

汚泥注１ ９，６４０㎏ ０㎏ ９，６４０㎏ 

その他注２ ３６，１７７．１㎏ ０㎏ ３６，１７７．１㎏ 

（注１）「ＰＣＢを含む廃油」、「感圧複写紙」、「ウエス」及び「汚泥」については、容量で届け出

されたものについては、１ℓ＝１㎏に換算して計上している。 

（注２）「その他」とは、ＰＣＢに汚染された金属部品、ＰＣＢが付着した容器等をいう。 
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第３章 ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理体制の確保 

 

１ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社による拠点的広域処理施設における処理の推進 

 

（１）広域的な処理体制 

国は、基本計画に基づき、地元地方公共団体との調整の結果を踏まえ、ＪＥＳＣＯを

活用した拠点的広域処理施設の整備を進めてきた。 

県内のＰＣＢ廃棄物は、北九州事業所において安全かつ確実に処分するものとする。 

県は、その広域的な処理体制を確保するため、ＰＣＢ廃棄物の搬入の時期、進行管理

その他の計画的な搬入のための取組について、東海、近畿、中国、四国、九州地区の関

係府県、特別措置法施行令第８条で定める市（以下「関係県市」という。）及びＪＥＳ

ＣＯで構成する北九州ＰＣＢ廃棄物処理事業に係る西日本広域調整協議会並びに環境

省、経済産業省中国四国産業保安監督部（四国支部を含む。以下「保安監督部」とい

う。）、関係県市（近畿及び東海地区の府県市を除く。）、ＪＥＳＣＯ、電気保安協会及

び電気管理技術者会で構成する北九州地域ＰＣＢ廃棄物早期処理関係者連絡会（以下

「広域協議会等」という。）において、十分な協議及び調整を行うとともに、北九州事

業所へのＰＣＢ廃棄物の搬入が円滑に行われるよう、保管事業者、特別管理産業廃棄物

収集運搬業者（以下「収集運搬業者」という。）等の関係事業者に対して、広域協議会

等での統一的な方針に基づき指導を行う。 

また、県及び高松市（以下「県市」という。）は、それぞれの区域内における未処理

のＰＣＢ使用製品やＰＣＢ廃棄物を網羅的に把握するために必要な調査を行い、事業

者に対してＰＣＢ使用製品の保有状況を確認するとともに、保管事業者と関係のある

事業者団体等を通じて情報収集に努める。これらの取組においては、国、ＪＥＳＣＯ、

電気保安関係等の事業者等と協力して未処理事業者の一覧表を作成し、当該一覧表に

掲載された事業者に対し、処理の時期を確認する。さらに、計画的処理完了期限までに

ＪＥＳＣＯへの処理委託が行われるよう、必要な指導及び助言（以下「指導等」という。）

を行う。 

なお、北九州事業所の概要は次のとおりである。 
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北九州事業所の概要 

事 業 者 名 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

施 設 名 北九州ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設 

設 置 場 所 福岡県北九州市若松区響町一丁目 

処 理 対 象 物 大型変圧器・コンデンサー等 安定器及び汚染物等 

事業対象地域注 Ａ地域 
Ａ地域、Ｂ地域及びＣ地域（大阪事業所
及び豊田事業所における処理対象物を
除く。） 

処 理 能 力 １．５トン／日（ＰＣＢ分解量） 
１０．４トン／日（安定器及び汚染物等
量） 

計 画 的 処 理 

完 了 期 限 
平成３１年３月３１日 平成３４年３月３１日 

事 業 終 了 

準 備 期 間 

平成３１年４月１日から 

平成３４年３月３１日まで 

平成３４年４月１日から 

平成３６年３月３１日まで 

（注）事業対象地域については、以下のとおり。 

Ａ地域：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、 

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

Ｂ地域：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

Ｃ地域：岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

 

（２）収集運搬の体制 

ＰＣＢ廃棄物の収集運搬の体制の整備に当たっては、少量のＰＣＢ廃棄物を保管す

る事業者が多数存在すること、ＰＣＢ廃棄物の種類が多岐にわたること、処理施設の規

模に応じて適正かつ計画的な搬入が確保される必要があることなどを踏まえ、処理施

設の能力に見合った収集運搬ができる体制とすることが重要である。 

このため、県は、北九州事業所への計画的な収集運搬、対象となるＰＣＢ廃棄物の種

類、数量、運搬手段及び運搬経路、保管事業者に対する指導方針、緊急時の連絡体制等

について広域協議会等を通じて、関係県市及びＪＥＳＣＯと十分な協議、調整を行うと

ともに、保管事業者及び収集運搬業者に対して計画的に北九州事業所にＰＣＢ廃棄物

が搬入されるよう、本計画に基づいて、適切に指導を行う。 

 

（３）ＰＣＢ廃棄物処理基金による処理支援体制 

ＰＣＢ廃棄物のうち、高濃度ＰＣＢ廃棄物は、相当量のＰＣＢが含まれ、付着し、染

み込んだ廃棄物であることから、ＰＣＢを除去し、分解するために高額な費用を要す

る。 

中小企業者等については、費用負担能力が小さいため、高濃度ＰＣＢ廃棄物に係る高

額な処理費用の負担軽減を図り、もって処分期間内に計画的に、確実かつ適正な処理を
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促進することが必要である。このため、ＰＣＢ廃棄物処理基金を国及び都道府県が協調

して造成し、中小企業者等が、高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分をＪＥＳＣＯに委託して行う

場合に、その処理費用が軽減されるよう、ＰＣＢ廃棄物処理基金からＪＥＳＣＯに対し

て助成を行う。県も、県内のＰＣＢ廃棄物の早期処理を促進するため、平成１３年から

毎年この基金に出えんしている。 

 

中小企業者等の処理費用軽減の概要 

 

 

 

   

                 基金への拠出                  

 

助成                処理費用軽減 

 

                           処理                        

           

                     

施設整備費国庫補助 

 

 

２ 低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理体制 

 

低濃度ＰＣＢ廃棄物の安全かつ効率的な処理を推進するため、国は、廃棄物処理法に基

づき環境大臣が無害化処理の認定を行うことにより、低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理体制の整

備を進めるとともに、処理施設の円滑な整備、低濃度ＰＣＢ廃棄物の無害化処理技術の評

価及び微量のＰＣＢの汚染状況の確認に対する支援を行っている。 

県市は、県内の低濃度ＰＣＢ廃棄物が、ＪＥＳＣＯ以外のＰＣＢに係る産業廃棄物処理

許可施設又は環境大臣の認定を受けた処理施設において、安全かつ効率的に処理されるよ

う保管事業者、収集運搬業者等の関係事業者に対し必要な指導等を行う。 

 

３ ＰＣＢ使用製品であることの疑いのある物等に関する情報提供 

 

ＰＣＢ使用製品であることの疑いのある物（以下、本項において「疑い物」という。）を

所有する事業者は、その使用を終えた場合には、疑い物を製造した者及び一般社団法人日

本電機工業会、一般社団法人日本電線工業会等の関係団体から提供されるＰＣＢ汚染の可

能性に関する情報に注意するとともに、必要に応じて、疑い物を製造した者に対して、Ｐ

ＣＢ汚染の可能性の有無について確認するものとする。また、疑い物を製造した者からの

情報により、疑い物にＰＣＢ汚染の可能性がある又は不明の場合には、速やかにＰＣＢ濃

都
道
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国 
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度を測定する等の適切な方法により、ＰＣＢ汚染の有無を確認するものとする。 

疑い物が廃棄物となったものを処理しようとする産業廃棄物処理業者は、ＰＣＢ廃棄物

を誤って処分しないよう、国、県市及び疑い物を製造した者から提供される情報に注意し、

必要に応じ排出事業者に対してＰＣＢ汚染の有無を確認するなどの必要な措置を講じなけ

ればならない。 

県市は、疑い物を所有する事業者、疑い物が廃棄物となったものを保管する事業者及び

産業廃棄物処理業者に対して、ＰＣＢ廃棄物が不適正に保管及び処理されることがないよ

う情報提供に努める。 
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第４章 ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理の推進 

 

１ 県及び高松市の役割 

 

（１）保管事業者に対する指導等 

県市は、これまでにＰＣＢ廃棄物の紛失等が発生している状況に鑑み、それぞれの区

域内に存在するＰＣＢ廃棄物の保管及び処分の状況を実地に把握するとともに、掘り

起こし調査その他必要な調査及び特別措置法に基づく報告徴収や立入検査の権限も積

極的に活用するなどあらゆる手段を尽くし、未届けのＰＣＢ廃棄物がないよう保管事

業者に届出を徹底させる。 

また、適正な保管のための措置、処分に当たっての安全な収集運搬の確保のための措

置及び計画的な処分のための取組を講ずるよう必要な指導等を行う。 

さらに、県市は、国とともに保管事業者に対し、特別措置法に基づく届出及び処分期

間等内の処分に係る義務並びに廃棄物処理法に基づく義務について周知徹底を図る。 

なお、高濃度ＰＣＢ廃棄物を処分期間内又は特例処分期限日までに処分を行わない

場合は改善命令を発し、そのうえで改善命令を履行する見込みがない等にあっては、特

別措置法に基づき、代執行を含めて厳正に対処する。 

 

（２）所有事業者に対する指導等 

県市は、それぞれの区域内に存在するＰＣＢ使用製品の使用の状況を実地に把握す

るとともに、掘り起こし調査その他必要な調査及び特別措置法に基づく報告徴収や立

入検査の権限も積極的に活用するなどあらゆる手段を尽くし、未届けの高濃度ＰＣＢ

使用製品がないよう所有事業者に特別措置法に基づく届出を徹底させる。 

また、高濃度ＰＣＢ使用電気工作物の使用の状況を的確に把握するため、保安監督部

に対して電気関係報告規則（昭和４０年通商産業省令第５４号）に基づく管理状況届出

等の情報提供を求めるなど両制度の連携を図り、引き続きそれぞれの区域内における

実態把握に努める。 

さらに、県市は、国とともに所有事業者に対し、届出及び処分期間等内の廃棄及び

処分に係る義務並びに廃棄物処理法に基づく適正な保管その他の義務について周知徹

底を図る。 

なお、高濃度ＰＣＢ使用製品を処分期間内又は特例処分期限日までに廃棄を行わな

い場合（高濃度ＰＣＢ使用電気工作物にあっては、特例処分期限日までに廃止を行なわ

ない場合）は、これを高濃度ＰＣＢ廃棄物とみなして、改善命令を発し、そのうえで改

善命令を履行する見込みがない等にあっては、特別措置法に基づき、代執行を含めて厳

正に対処する。 

 

（３）収集運搬を行う者に対する指導等 

県市は、収集運搬業者及び自らＰＣＢ廃棄物の収集運搬を行う保管事業者（以下「収

集運搬を行う者」という。）による安全かつ効率的なＰＣＢ廃棄物の収集運搬を確保す
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るため、収集運搬を行う者に対して、廃棄物処理法その他関係法令、国が定めたＰＣＢ

廃棄物の収集運搬に係るガイドライン（以下「収集運搬ガイドライン」という。）、「北

九州ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設に係る受入基準」（以下「北九州事業所の受入

基準」という。）等を遵守するとともに、ＰＣＢ廃棄物の収集運搬過程全般を通じた安

全対策を徹底するよう、必要に応じて立入検査等を行い、適切な指導監督に努める。 

 

（４）計画的な搬入のための調整 

県市は、北九州事業所における円滑な処理を確保するため、高濃度ＰＣＢ廃棄物の

搬入の時期、進捗管理その他計画的な搬入のための取組について、広域協議会等も活

用し、相互に十分な協議及び調整を行うとともに、ＪＥＳＣＯとも十分な連絡調整を

行う。 

 また、これらの調整を踏まえて、北九州事業所への一斉搬入時期を適宜設定し、保

管事業者に対し、高濃度ＰＣＢ廃棄物を計画的に北九州事業所に搬入するよう指導等

を行うことに努める。 

 

（５）関係者の理解を深めるための広報等 

ＰＣＢ廃棄物の処理体制を整備し、ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理を円滑に推

進するためには、県民、保管事業者、使用事業者、ＰＣＢ及びＰＣＢ含有機器の製造者

（以下「製造者等」という。）、処理業者等のすべての関係者の理解と協力が不可欠であ

る。 

このため、県市は、ＰＣＢ廃棄物の処理に関する知識の普及及び意識の向上を図ると

ともに、国及び県市が実施する施策への協力が得られるよう、ＰＣＢ廃棄物の保管及び

処分に係る届出状況を的確に把握し、毎年公表するとともに、啓発パンフレットや県市

ホームページ等の媒体を活用してＰＣＢ廃棄物の性状や処理の安全性確保に関する情

報、ＰＣＢ廃棄物の計画的な処理に関する情報、ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理の

必要性その他の情報の提供を行うなど、その理解を深めるよう努める。 

 

２ 保管事業者の役割 

 

保管事業者は、自らの責任においてそのＰＣＢ廃棄物が適正に処理されるまでの間、県

市の指導等に従い、廃棄物処理法に定める保管基準を遵守してＰＣＢの漏えい等による人

の健康被害及び生活環境に係る被害が生じないようにその保管状況を点検し、必要に応じ

て改善のための対策を講ずるとともに、紛失したり、ＰＣＢ廃棄物でないものとして処分

したりすることのないよう、特別管理産業廃棄物管理責任者の管理の下、適正に保管しな

ければならない。 

また、保管事業者は、特別措置法に基づきＰＣＢ廃棄物の保管及び処分の状況並びに保

管の場所の変更について、知事等に届け出なければならない。 

さらに、保管事業者は、県市の指導等に従い、ＰＣＢの漏えいのおそれその他の保管の

状態に応じて安全な収集運搬が確保されるよう必要な措置を講じなければならない。 
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なお、高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分をＪＥＳＣＯに委託しようとする保管事業者は、あら

かじめ、ＪＥＳＣＯと連絡調整を行い、ＪＥＳＣＯの受入条件を満たした上で、北九州事

業所の処分期間内又は特例処分期限日までに処分の委託を行い、同事業所に搬入しなけれ

ばならない。 

特に、多量のＰＣＢ廃棄物を保管する事業者にあっては、ＪＥＳＣＯの受入条件及び受

入計画と整合を図りつつ、搬入量、搬入時期及び搬入方法その他計画的な処分に関する事

項を定めた計画を策定し、当該計画に基づきＰＣＢ廃棄物の処分が完了するまでの間、計

画的な搬入を行うことに努めなければならない。 

 

３ 所有事業者の役割 

 

所有事業者は、使用中のＰＣＢ使用製品からのＰＣＢの漏えい等による人の健康被害及

び生活環境に係る被害が生じないようにその適正な管理に努めるとともに、処分期間等内

に確実かつ適正に処分ができるように早期かつ計画的にＰＣＢ使用製品を廃棄し、代替品

への転換を進めるものとする。 

また、所有事業者は、特別措置法に基づき高濃度ＰＣＢ使用製品（高濃度ＰＣＢ使用電

気工作物を除く。）の廃棄の見込み及び所在の場所の変更については知事等に、電気事業

法に基づき高濃度ＰＣＢ使用電気工作物の管理状況については保安監督部に届け出なけれ

ばならない。 

さらに、ＰＣＢ使用製品を廃棄した後は、保管事業者として前項に掲げる役割を果たさ

なければならない。 

 

４ 収集運搬を行う者の役割 

 

収集運搬を行う者は、ＰＣＢ廃棄物の収集運搬に当たっては、当該廃棄物が飛散し、及

び流出する等により、人の健康被害又は生活環境に係る被害が生じないよう、県市の指導

等に従い、廃棄物処理法その他関係法令、収集運搬ガイドライン、北九州事業所の受入基

準等を遵守して安全かつ効率的な収集運搬を行うとともに、保管事業者及びＪＥＳＣＯ又

は処分業者と相互に調整を図り、確実かつ適正な収集運搬に努めるものとする。 

また、収集運搬を行う者は、ＰＣＢ廃棄物を安全かつ確実に収集運搬するため、緊急時

の応急措置、連絡体制等を定めた緊急時対応マニュアルを整備するとともに、ＰＣＢ廃棄

物の収集運搬に従事する者に対してＰＣＢ廃棄物の収集運搬の方法、緊急時の対応など必

要な事項についての教育を行うものとする。 

 

５ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の役割 

 

ＪＥＳＣＯは、廃棄物処理法に定める処理施設の技術上の基準、維持管理上の基準及び

処分の基準を遵守し、ＰＣＢ廃棄物を安全かつ適正に処理するとともに、ＰＣＢ廃棄物処

理に係る安全対策、環境保全対策等の情報について積極的な公開に努めるものとする。 
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また、ＪＥＳＣＯは、広域協議会等において関係県市と連絡調整を十分に行い、ＰＣＢ

廃棄物の計画的な搬入を確保するとともに、北九州事業所への搬入の状況に関する情報を

関係県市と共有し、計画的な収集運搬の管理及び実施を確保するものとする。 

 

６ その他の関係者の役割 

 

行政、保管事業者、使用事業者、収集運搬業者、ＪＥＳＣＯのみならず、製造者等の関

係者は、ＰＣＢ廃棄物の計画的、効率的な処理を確保するため国及び県市が実施する施策

に協力するものとする。 
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第５章 その他の重要事項 

 

ＰＣＢを使用した部品を含む家電製品の処理 

 

一般家庭における家電製品のうち、昭和４９年以前に製造されたテレビ、ルームクーラ

ー及び電子レンジについては、ＰＣＢを使用した部品を含む家電製品である可能性がある

ため、市町は廃家電製品等の処理に際しては、これまで通り、当該家電製品の製造者に取

外しを依頼するなど、ＰＣＢを使用した部品の取扱いに留意する必要がある。 

また、家電製品の製造者が取り外したＰＣＢを使用した部品は家電製品の製造者の責任

の下に保管されており、ＰＣＢ廃棄物として適正に処理されるものである。 


